
新型コロナウイルス感染症の感染確認およびその後の対応フローについて

熱や咳などの風邪症状が出ている場合

・37.5度以上の発熱が４日以上続く
・強いだるさや息苦しさがある

出勤停止、自宅で経過観察

新型コロナ受診相談窓口
（帰国者・接触者相談センター）に連絡

指定の医療機関を
受診

検査の必要がある
場合

当該職員は就業禁止
医師が所管の保健所へ連絡

保健所が、感染者の
行動履歴や濃厚接触者を調査

濃厚接触者については、最終接触日
から２週間は健康経過観察

・保健所は、体調に異常のある者は
検査し、２週間の自宅待機を要請
・体調に異常のない者の自宅待機は
施設・企業が判断

保健所が、職場の消毒の
必要性があると判断した

場合、消毒命令を文書で発出
保健所の消毒命令に従い施設・企

業が消毒を実施

感染が認められた場合
（陽性）

感染が認められな
い場合（陰性）

検査対象となら
かった場合

【職員】 【医療機関】 【保健所】

①最初は感染者の居住地の保健所に連絡が入り、勤務先等について聞き取り調査が実施される。その後、居住地の保健所から勤務先の管轄の保健所に対し、
疫学調査を依頼。
②保健所職員が濃厚接触者の特定を行う。濃厚接触者全員を自宅待機とさせるかについては、各事業者の判断による。
③保健所が必要と判断した場合、事業所の消毒（必要な範囲および使用する薬剤と方法）を命令。消毒作業は専門業者が必要な場合もあれば、自力で対処
可能な場合もあり、保健所の命令の内容による。

①
②

③

【事業所】
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（出所）国立感染症研究所「新型コロナウイルス感染症患者に対する積極的疫学調査実施要領」、千代田保健所へのヒアリングから日商事務局作成


